
訪問看護ステーションの皆様へ 重要なお知らせ①

令和7年度厚生労働省補正予算において、訪問看護ステーションを対象にした支援が
実現しました！

1．介護分野における物価上昇・賃上げ等に対する支援

①基準月において、生産性向上や協働化
に係る取組として以下のいずれかの取組を
行っていること。

（ア）ケアプランデータ連携システムに
加入していること。

（イ）介護サービス事業所等が所属
する法人が、社会福祉連携推進
法人に所属して いること。

②基準月において、処遇改善加算Ⅳの算
定に準ずる（ア）から（ウ）までの要件を
全て満たすこと。

（ア）任用要件・賃金体系の整備等
（イ）研修の実施等
（ウ）職場環境等要件

✓ 基準月は令和7年12月

補助金の要件[①または②のいずれか]

訪問看護ステーションの皆さまにおかれましては、厚生労働省の実施要綱や都道府県の交付要綱等を
ご確認の上、ご準備ください

日本看護協会 日本訪問看護財団 全国訪問看護事業協会

このほか、下記の支援も実現しており、通知等が発出されます
2．介護事業所等に対するサービス継続支援事業
3．医療分野における賃上げ・物価上昇に対する支援

※基準月にケアプランデータ連携システムに加入していない場合でも、加入の誓約により申請
可能です！②の要件についても誓約等により申請可能な措置が示されています！

厚生労働省の
実施要綱
（R7/12/25

発出）はこちら

https://www.m
hlw.go.jp/conte
nt/001623447.
pdf

✓ 補助額の考え方は、実施要綱の５を参照ください



2．介護事業所等に対するサービス継続支援事業

・補助上限額：1事業所あたり20万円
・対象経費 ：以下の(1)及び(2)

訪問看護ステーションの皆様へ 重要なお知らせ②

令和7年度厚生労働省補正予算における「介護事業所等に対するサービス継続支援
事業」をご活用ください！

（１）介護サービスを円滑に継続するための対応
介護事業所等が気候変動の影響による猛暑などの
様々な困難な事態下に介護サービスを継続するために
必要な費用の一部を補助する事業

例）
ア.燃料費、有料道路通行料等の移動に伴い必要となる経費
イ.ネッククーラー（ヒーター）、熱中症対策ウオッチ、冷感（防
寒）ポンチョ、スパイクタイヤ、スタッドレスタイヤ等の猛暑対策用
品や雪害対策用品の購入等経費

（2）災害備蓄等への対応
介護事業所等が災害発生時に介護サービスを継続
するために必要な費用の一部を補助する事業

例）
ア.飲料水、食料品等の備蓄物資の購入等経費
イ.ポータブル発電機、ポータブル電源・蓄電池等の購入等経費
ウ.衛生用品、医療用品等の購入等経費
エ.簡易浄水器、冷房機、暖房機、簡易トイレ、清潔保持のた
めの用具等の購入等経費
オ.その他災害への備えとして必要と認められる経費

助成を受けるためには、都道府県への申請が必要です。訪問看護ステーションの皆さまにおかれましては、
厚生労働省の実施要綱や都道府県の交付要綱等をご確認の上、ご準備ください。

日本看護協会 日本訪問看護財団 全国訪問看護事業協会

※補助上限額を越えない範囲で、(1)(2)の両方を申請することができます。
※実際の助成にあたっては都道府県が個々の事情を勘案し、本補助金の目的に即して幅広く対象経費を判断します。

このほか、下記の支援も実現しており、通知等が発出されています
1．介護分野における物価上昇・賃上げ等に対する支援
3．医療分野における賃上げ・物価上昇に対する支援

厚生労働省の
実施要綱

（R8/1/14発出）は
こちら

https://www.mhlw.g
o.jp/content/00163
2315.pdf



・給付金支給額：1施設あたり22.8万円
・対象 ：令和８年３月１日時点で「訪問看護ベースアップ評価料」を

届け出ている施設

訪問看護ステーションの皆様へ 重要なお知らせ③

3．医療分野における賃上げ・物価上昇に対する支援

日本看護協会 日本訪問看護財団 全国訪問看護事業協会

このほか、下記の支援も実現しており、通知等が発出されています
1．介護分野における物価上昇・賃上げ等に対する支援
2．介護事業所等に対するサービス継続支援事業

令和7年

12月
令和8年

1月
2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月

「医療分野における賃上げ・物価上昇に対する支援」の給付金支給にあたっては、
令和8年3月1日までに「訪問看護ベースアップ評価料」の届け出が必要です！

本事業の支給額を活用した対象職員のベースアップ（※）の実施
（※）基本給又は決まって毎月支払われる手当

当該ベースアップ（※）の
水準を維持又は拡大

※給付金は全額賃金改善に充てる必要があります。
※賃金表や給与規程等の変更に時間を要する場合は、令和８年６月１日から対象職員のベースアップを行うことを前提に、
令和７年 12 月から令和８年３月までの４ヶ月分の一時金又は特別手当を令和８年３月までの間に対象職員に支給すること
が可能ですが、その場合は４月から５月までベースアップを実施するとともに、支給した一時金又は特別手当に相当する水準のベー
スアップを対象職員に対して令和８年６月１日から行う必要があります。

3月1日 ベースアップ評価料届出期限

実績報告

訪問看護ベースアップ評価料の届け出がお済みでない場合は、3月1日までに届け出をお願いします。
訪問看護ステーションの皆さまにおかれましては、交付要綱等をご確認の上、ご準備ください。

厚生労働省の
実施要綱

（R8/1/26発出）は
こちら

https://www.mhlw.g
o.jp/content/10800
000/001643278.pdf




